
上記①～④

市民活動団体
（地域住民組織など ）

□□民間企業 □外郭団体等 □

事業内容
（手段、手法な

ど）

①土地情報の提供
・局ＨＰ「地価情報」での情報発信
　地価公示（毎年1月1日時点）及び都道府県地価調査（毎年7月1日時点）結果等
　（URL:http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000004059.html）
・市民等向け印刷物の配布（区役所や図書館で配布）
　「大阪市の土地　ダイジェスト版」（年1回、1,200部発行）
　「地価インフォメーション」（年2回、合計4,200部発行）
・市民等向け印刷物の閲覧（区役所や図書館で配架）
　「大阪市の土地」（年1回、100部作成）
　「位置図及び概要調書」（年2回、合計190部作成）
②地価相談
　毎月６～７回、市民向け相談窓口を設け、不動産鑑定士による無料の地価相談を実施
③上記①②について「地価情報コーナー設置要綱」等に基づき運営
④その他
　「土地月間」である毎年10月に、国土利用計画法届出制等について普及啓発を実施

担当局・部名 計画調整局　計画部

市民等

■　直接実施

□　外部委託

■　その他（「地価相談」は非常勤嘱託職員である不動産鑑定士により実施）

1.2

従事職員数

土地情報の提供及び地価相談

なし

平成21年度（予算）

千円

千円

□
市民活動団体
（　NPOなど　）

事務事業名

実施方法
（該当するものすべ
てにチェック）

目　的
（何のために）

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象

に）

事業の必要性

直接実施して
いる業務の内

容

実施済の外部
委託の内容と

実施主体

事業開始年度

根拠法令

事業シート（概要説明書）

職員構成
概算人件費

（平均人件費×従事職
員数）コ

ス
ト

人件費

人件費

千円

担当本務職員 9,903

臨時職員他 人千円

人

・バブル期のような地価の異常な高騰の予防策として、また、「注視区域」（※１）及び「監視区
域」（※１）を指定する権限が大阪市長にあるが、その目的となる適正かつ合理的な土地取引と土地
利用を図るためにも、これら事業を本市が実施する必要がある。
（※１　共に、地価の上昇により適正かつ合理的な土地利用の確保に問題が生じる際に、国土利用計
画法に基づき指定する、土地取引を規制する区域）
①土地情報の提供
・土地情報の提供は、地価公示等の実施主体である国・大阪府でも実施している。
・一方、本市として、市内部における資料あるいは「大阪市土地利用審査会（※２）」における議論
のための資料として、大阪市域の地価を中心に国・大阪府から提供される情報にはないブロック別集
計結果や土地取引件数などの地価関連指標も網羅した分析資料を作成する必要がある。
・さらに、上記資料をわかりやすく再整理し独自性を持った情報として市民等へ広く提供している本
業務については、引き続き本市が実施する必要がある。
（※２　国土利用計画法に基づき置かれている審査会で、例えば、市域内に注視区域を指定しようと
する場合、大阪市長は、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。）
②地価相談
・非常勤嘱託職員である不動産鑑定士による毎月６～７回（１相談につき１時間）の、その開催頻度
において、他にない相談窓口である。
・この窓口を通じて、市民に対し、適正な地価動向の把握、妥当な土地取引などができるよう、土地
の評価の考え方などについて、公平公正な立場からの相談業務を実施する必要がある。

千円

12,335総　計

事業費

9,903

2,432

土地情報の提供：昭和45年度
地価相談：平成5年度

実施主体

委託内容 なし

作成責任者

その他

（　　　　　　　　）

・国土利用計画法が理念とする適正かつ合理的な土地取引及び土地利用並びに地価公示法が目的とす
る適正な地価の形成への寄与を促進するため、
　①　地価に関する情報を発信することで地価についての市民等の理解を深める
　②　専門家による「地価相談」を通じて相談者の抱える問題の解決のみならず地価についての各種
啓発をはかる
・具体的には、バブル期のような異常な地価高騰の防止、市民が土地取引をする際における適正な価
格の理解や価格の妥当性についての不安の解消など。

　　　　　　　　　　　　　

担当課名 都市計画担当

角田悟史

事業番号 3-7



事業シート（概要説明書）

　　　　　　　　　　　　　事業番号 3-7

12,400

12,335Ｈ21(予算)

Ｈ20（決見）

92

17

千円

千円

1,500

167 123

1,200 1,200

123

単位当りコスト
（総事業費/
事業実績）

1件当り地価相談コスト 千円／件 12

15円／部
1部当たり「地価インフォメーション」

発行コスト

1部当たり「大阪市の土地（ダイジェス
ト版）」発行コスト

130

さらなる民間活用
・市民協働推進の予

定

■無

目指す成果
（今後どのような状
態にしたいか、なる
べく定量的に記入）

・これら事業を通じて、市民等が地価についての適正かつ必要な知識や情報を得ることができ、地価
に関する問題を解決することができ、その結果、適正かつ合理的な土地取引及び土地利用の促進が図
られる状態。

①土地情報の提供
・大阪市域内の地価を中心とする分析は今後も不可欠であり、その成果を公正かつ中立な立場から発
信し、各種啓発に取り組む必要があるものと認識しているが、引き続き、提供する地価情報の内容や
提供方法については、改善を図っていきたい。
②地価相談
・今後とも、公正かつ中立な立場から、市民が抱える問題の解決及び各種啓発に取り組む必要がある
ものと認識しているが、引き続き、実施方法について改善を図っていきたい。

達成状況
（目指す成果に対し
て、実施・達成した

状況を記入）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

□民間企業
市民活動団体
（　NPOなど　）

千円

年　度

Ｈ19(決算)

総　額

11,606

実施方法が外部委託の場合、委託料等を内数で記入

21年度総事業費
内訳

（委託料等を明記）

●平成21年度歳出内訳（12,335千円）
【人件費】9,903千円
【物件費】2,432千円
・不動産鑑定士報酬（1,872千円）→見直しにより1,000千円見込み
・「大阪市の土地（ダイジェスト版）」印刷経費（70千円）
・「地価インフォメーション」印刷経費（30千円）
・「位置図及び概要調書」等印刷経費（460千円）

総事業費
（単位：千円）

Ｈ21年度(予定)項　　目

地価相談件数（暦年）

事業実績

Ｈ19年度(実績) Ｈ20年度(実績)

部

大阪市の土地(ダイジェスト版)発行部数

地価インフォメーション発行部数

部

単位

件

特記事項
(事業の沿革等)

・土地情報の提供については、国・府・市の役割分担のなかで位置づけられる業務である。
・本事務事業については、特に、平成６年１２月にバブル崩壊を経て国土利用計画法に基づく監視区
域の指定を解除した際に、諮問委員会等から土地情報提供の充実や地価相談の拡充が要請された経緯
がある。
・国土交通省「土地総合情報ライブラリー」（URL：http://tochi.mlit.go.jp/）
・大阪府「大阪府地価情報ホームページ
（URL：http://www.pref.osaka.jp/yochi/chika/index.html）

比較参考値
（他自治体での類似
事業の例など）

①土地情報の提供
・自治体ごとにその実施状況について濃淡（軽重）がある。
②地価相談
・本市のように特化したかたちで相談業務を定期的に実施している自治体はなく、「土地月間」関連
事業として10月に実施する例が見られる。
・(社)大阪府不動産鑑定士協会（URL:http://www.rea-osaka.or.jp/）において、月２回「不動産無料
相談会」を実施している。

□外郭団体等

業務内容

□

139

市民活動団体
（地域住民組織な

ど ）

円／部

□
その他

（　　　　　　　　）

17

9

4,400 4,200 4,200

①土地情報の提供
・今後、本市のＨＰのアクセス数を測るなどの手段でその有効性を把握していく。
②地価相談
・今後、利用者に対するアンケートを実施するなどの手段でその有効性を把握していく。

15

□有 （予定する業務と、想定しうる実施主体を下欄に記入）

実施主体 □

（参考）
　単位当りコスト算出用総事業費内訳（単位：千円）
 
　　①　地価相談（報酬＋事務費（人件費））
　　②　大阪市の土地（ダイジェスト版）
　　　　（印刷経費＋原稿等作成費（人件費））
　　③　地価インフォメーション
　　　　（印刷経費＋原稿等作成費（人件費））
 
　　　 　　H19年度　　H20年度　　H21年度
　　① 　　　2,033　　　　 2,024　　　　1,161
　　② 　　　　195　　　　　 166　　　 　 110
　　③ 　　　　 66 　　　　　　63　　　　　 70
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